


技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等との
整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等と
の調整の難易

1
交通安
全施設

信号機
（移設）

京丹後市大宮町周枳
Ｒ３１２大宮第一小
学校前交差点

車道上の信号機柱が歩行
の妨げになるため、信号
機柱の移設を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内
（受付番号

144）

2
交通安
全施設

横断歩道
京丹後市久美浜町
浦明地内

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
京丹後署管内

（受付番号50）

3
交通安
全施設

一時停止
京丹後市久美浜町
布袋野地内

一時停止規制の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内

（受付番号85）

4
交通安
全施設

横断歩道
京丹後市大宮町
三坂地内

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内
（受付番号

145）

5
交通安
全施設

右左折の方法
京丹後市峰山町
丹波地内

右左折の方法規制の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
京丹後署管内
（受付番号

149）

6
交通安
全施設

追い越しのための
右側部分はみ出し
通行禁止・最高速
度

京丹後市弥栄町
吉沢地内

追い越しのための右側部
分はみ出し通行禁止及び
最高速度50km／ｈ規制の
要望

無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
京丹後署管内
（受付番号

152）

7
交通安
全施設

横断歩道
京丹後市弥栄町
木橋地内

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
京丹後署管内
（受付番号

153）

8
交通安
全施設

横断歩道
与謝郡伊根町
本庄上1237先

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
宮津署管内
（受付番号

251）

9
交通安
全施設

横断歩道
宮津市字上司367
番地３先

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
宮津署管内
（受付番号

252）

10
交通安
全施設

最高速度50km／ｈ
与謝郡伊根町
本庄地内

最高速度50km/h規制の要
望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
宮津署管内
（受付番号

256）

11
交通安
全施設

一時停止
京丹後市峰山町
荒山地内

一時停止規制の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内
（受付番号

258）
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12
交通安
全施設

一時停止
京丹後市峰山町
荒山地内

一時停止規制の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内
（受付番号

259）

13
交通安
全施設

最高速度
京丹後市大宮町
森本地内

最高速度50km/h規制の
要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内
(受付番号264)

14
交通安
全施設

追い越しのための
右側部分はみ出し
通行禁止

宮津市字溝尻地内
追い越しのための右側部
分はみ出し通行禁止規制
の要望

無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
宮津署管内

(受付番号319)

15
交通安
全施設

車両横断禁止
宮津市須津小学
釣鐘173番地1先

車両横断禁止規制の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
宮津署管内

(受付番号332)

16
交通安
全施設

一時停止
京丹後市峰山町新
治

一時停止の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内

（受付番号36）

17
交通安
全施設

横断歩道
京丹後市久美浜町
浦明地内

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施
京丹後署管内

（受付番号51）

18
交通安
全施設

道路標識
京丹後市久美浜町
平田地内 国道178
号

道路標識の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
（受付番号

146）

19
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町浜
詰地内 国道178号

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
（受付番号

148）

20
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町浜
詰地内 国道179号

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
（受付番号

150）

21
交通安
全施設

道路標示
京丹後市峰山町長
岡 国道312号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号281)

22
交通安
全施設

道路標示
京丹後市久美浜町
国道178号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号282)
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23
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町浜
詰 国道178号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 × ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号283)

24
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町網
野 府道網野岩滝
線

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 × ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号284)

25
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町網
野 府道浜詰網野
線

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号285)

26
交通安
全施設

道路標示
京丹後市網野町網
野 国道178号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号286)

27
交通安
全施設

道路標示
京丹後市峰山町菅
府道網野峰山線

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号287)

28
交通安
全施設

道路標示
京丹後市久美浜町
橋爪 国道312号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
京丹後署管内
(受付番号288)

29
交通安
全施設

道路標示
宮津市岩ヶ鼻
国道178号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
宮津署管内

(受付番号320)

30
交通安
全施設

道路標示
宮津市須津
国道176号

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
宮津署管内

(受付番号321)

31
交通安
全施設

道路標示
与謝野郡与謝野町
上山田 府道宮津
養父線

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ × 実施
宮津署管内

(受付番号322)
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